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「福岡県家賃軽減支援金」募集要項 

 
 
 
 
 
 
 
 

１ 趣旨 
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上の急減に直面する事業者の皆さ

まの事業継続を下支えするため、国の「家賃支援給付金」の給付決定を受けた

福岡県内の事業者の皆さまに、国の給付対象となった福岡県内に所在する建

物・土地の家賃・地代(賃料)について、福岡県が上乗せして「家賃軽減支援金」

を給付します。 

２ 給付要件 

◆下記のすべてに該当する方 ⇒ 【基本給付】及び【特例加算】の給付対象 
◆①、②、③、④のいずれにも該当する方 ⇒ 【基本給付】のみ給付対象 
◆①、②、⑤、⑥、⑦のいずれにも該当する方 ⇒ 【特例加算】のみ給付対象 

【共通の要件】 
①国の「家賃支援給付金」の給付決定を受けている。 

②申請の対象となる支払賃料(※)が国の「家賃支援給付金」の給付決定の対象
となった支払賃料である。 

※「支払賃料」：賃料、共益費、管理費（消費税などを含む） 

【基本給付】 
③確定申告（法人：法人税、個人事業者：所得税）の納税地が福岡県内である。 

※納税地： [法      人] 本店または主たる事務所の所在地 

        [個人事業者] 住所地または事業所等の所在地 

④申請の対象となる支払賃料が福岡県内に所在する建物・土地の支払賃料で
ある。 

【北九州市内の休業協力要請に応じた事業者に対する特例加算】 
⑤令和２年６月１日から１８日までの休業協力要請の対象となった北九州市内に
所在する施設（「接待を伴う飲食店」または「ライブハウス」）を運営する事業者
である。 

⑥上記⑤の休業協力要請期間中に対象施設における事業活動を９日以上休業
している。 

⑦申請の対象となる支払賃料が上記⑤の施設の支払賃料である。 

 ※ 支援金の給付は１事業者につき１回限りです。  

※「福岡県家賃軽減支援金」の申請には、国の「家賃支援給付金」の給付決定を

受けていることが必要です。まずは、国へ「家賃支援給付金」を申請し、国から給

付決定を受けた後に、「福岡県家賃軽減支援金」を申請いただきますようお願いし

ます。 

令和３年１月１８日 
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３ 給付額 
（１）基本給付 

支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の６倍 

（最大給付額：法人６０万円、個人事業者３０万円） 

 支払賃料(月額) 国の給付額(月額) 県の給付額(月額) 

法
人 

75万円以下 支払賃料(月額)×2/3 支払賃料(月額)×1/15 

75万円超 

225万円以下 

50万円＋[支払賃料(月額)の

75万円の超過分×1/3］ 

※最大給付額(月額)100万円 

5万円＋[支払賃料(月額)の 75万

円の超過分×1/30］ 

※最大給付額(月額)10万円 

個
人
事
業
者 

37万 5千円以下 支払賃料(月額)×2/3 支払賃料(月額)×1/15 

37万 5千円超 

112万 5千円以下 

25万円＋[支払賃料(月額)の

37万 5千円の超過分×1/3］ 

※最大給付額(月額)50万円 

2万 5千円＋[支払賃料(月額)の 37

万 5千円の超過分×1/30］ 

※最大給付額(月額)5万円 

※支払賃料(月額)が法人は 225万円超、個人事業者は 112万 5千円超の場合、給

付額(月額)は、最大給付額(月額)となります。 

 

（２）北九州市内の休業協力要請に応じた事業者に対する特例加算 

支払賃料(月額)×１０分の１  

 （最大給付額：法人２２万５０００円、個人事業者１１万２，５００円） 

 

 

４ 申請受付期間 

令和２年７月２７日（月）９時から令和３年３月１６日（火）２４時まで 

 

５ 申請方法 
福岡県家賃軽減支援金申請サイトから申請することができます。 

事前に申請に必要な書類をご確認頂き、ご用意をお願いいたします。 

 

※オンライン申請が困難な場合は郵送申請でも対応します。下記へお問い合わせいた

だければ，申請書類を郵送します。 

【問い合わせ先】 

「福岡県家賃軽減支援金」に関する相談コールセンター 

（電話番号）(７月２６日まで) ０９２－２８５－００１３ 

        (７月２７日以降) ０５７０－０１０８３３ 

（受付時間）９：００～１7：００（８月末まで土，日，祝日も開設しています） 
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【申請書類の送付先】 

〒810-0072 

福岡県福岡市中央区長浜１丁目１－３５ 新 KBC ビル４階 

福岡県家賃軽減支援金事務局 

※郵送の場合は，書面での確認・審査となりますので，支援金の支給決定まで時間を

要することがあります。あらかじめご了承ください。 

※申請書類は、令和３年３月１６日（火）必着ですので、ご注意ください。 

※レターパックや簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。 

※書類の記入にあたっては，消せるボールペン等は使用しないでください。 

※郵送時は封筒などに差出人の住所及び申請者名を明記してください。 
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６ 申請に必要な書類 
（１）基本給付の申請に必要な書類 

法人・個人事業者の方 共通 

①申請書 

・オンライン申請の専用フォームに入力してください。 

※郵送申請の場合は、申請書に記入して下さい。 

②国から交付された「家賃支援給付金の振込のお知らせ」の写し 

・国から交付された「家賃支援給付金の振込のお知らせ」の写しを提出してください。 

※紛失等により提出できない事業者の方は、『「家賃支援給付金の振込のお知らせ」

の紛失等申立書』に必要書類を添付のうえ、提出してください。 

③通帳の写し 

・振込希望口座の金融機関名，支店名，口座種別，口座番号，名義人が確認できる

通帳のページの写し（通帳のオモテ面、および通帳を開いた１・２ページ目）を提出し

てください。 

※国の家賃支援給付金が振り込まれた口座以外は受付できません。 

※振込口座の名義について 

  ・個人事業者の場合は代表者個人の名義としてください。 

  ・法人の場合は，法人名義としてください。法人代表者の個人名義の口座では受

付できません。 

④（※県内及び県外の両方に建物・土地がある場合限定） 

国の「家賃支援給付金」の WEB申請において賃貸借契約情報を入力した画面の

写し 

国に申請した全ての賃貸借契約について、以下の資料を提出してください。 

●申請後にマイページから表示可能な『申請内容[M2]』の写し 

※「家賃支援給付金の計算対象合計」、「物件住所」、「給付計算対象家

賃」が記載されていることをご確認ください。 

※ 画面の写しが提出できない場合は、オンライン申請のフォームに格納している専

用フォーム（Excel）をダウンロードし入力後、Excelで提出をお願いいたします。そ

の他の拡張子は受付できません。 

※ 申請内容が真正であるか確認させていただくため、賃貸借契約書等を確認させ

ていただく場合があります。 
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法人の方 

⑤確定申告の納税地を証する書類の写し 

・直近の確定申告書別表一の控え（写し）を提出してください。 

※直近の確定申告書別表一の控えは収受日付印が押されている必要があります。 

※e-TAX の場合は，「受信通知（メール詳細）」と「確定申告書別表一の控え」を

提出してください。 

※直近の確定申告書別表一の控えが提出できない場合は，「納税証明書（その

２）」（直近年度分）を提出してください。 

※設立後未決算の場合は下記書類を提出してください。 

現在事項証明書（登記簿謄本／発行日から３か月以内のもの） 

⑥役員名簿 

・オンライン申請のフォームに格納している専用フォーム（Excel）をダウンロードし入力

後、Excel で提出をお願いいたします。その他の拡張子は受付できません。 

 

 

個人事業者の方 

⑦本人確認書類の写し 

※氏名，生年月日，住所が分かる箇所を提出してください。 

＜本人確認書類の例＞ 

・運転免許証（おもて面・裏面の両方） 

・個人番号カード（おもて面） 

・健康保険証（おもて面・裏面の両方） 

・在留カード（おもて面・裏面の両方）※１ 

・特別永住者証明書（おもて面・裏面の両方）※１ 

・外国人登録証明書（おもて面・裏面の両方）※１ 

※１ 在留資格が特別永住者のものに限ります。 
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（２）「北九州市内の休業協力要請に応じた事業者に対する特例加算」の申請に必要な

書類 

※特例加算のみ給付対象となる方は、以下に加え、基本給付の申請に必要な書類

(④を除く)が必要となります。 

 

①国の「家賃支援給付金」の WEB申請において賃貸借契約情報を入力した画面の

写し（※基本給付の申請に必要な書類④を提出している方は不要です） 

「休業協力要請に応じた施設」について、以下の資料を提出してください。 

●申請後にマイページから表示可能な『申請内容[M2]』の写し 

※「家賃支援給付金の計算対象合計」、「物件住所」、「給付計算対象家

賃」が記載されていることをご確認ください。 

※ 画面の写しが提出できない場合は、オンライン申請のフォームに格納している専

用フォーム（Excel）をダウンロードし入力後、Excelで提出をお願いいたします。そ

の他の拡張子は受付できません。 

※ 申請内容が真正であるか確認させていただくため、賃貸借契約書等を確認させ

ていただく場合があります。 

②（※「接待を伴う飲食店」限定） 

休業協力要請の対象施設であることを証する書類の写し 

・風営法上の営業許可証（第１号の営業許可）の写しを提出してください。 

※平成 28年 6月 23日の風営法改正より前に営業許可証を取得した方は第 2号

の営業許可証も受付可。 

※「ライブハウス」については提出は不要です。 

 

※申請後，必要に応じ，追加で書類の提出を依頼することがあります。 

期日までに提出が行われない場合は，不支給として取り扱います。  
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７ 宣誓事項 
下記の全てについて宣誓した方でなければ、支援金を給付しません。 

１．給付要件を全て満たしています。 

２．過去に福岡県家賃軽減支援金の給付を受けていません。 

３．申請内容に虚偽はありません。虚偽が判明した場合は、支援金の返還に応じると

ともに、支援金と同額の違約金の支払いに応じます。 

４．申請内容に虚偽が判明した場合、申請者の名称、代表者名、支援金の内容等に

ついて公表することに同意します。 

５．福岡県及び事務局が行う関係書類の提出指導、事情聴取及び立入検査等の調

査に応じます。 

６．福岡県及び事務局から賃貸借契約書等の確認を求められた場合は応じます。賃

貸借契約の相手方に、契約内容を確認することに同意します。 

７．申請書類に記載された情報を税務情報として使用することに同意します。 

８．福岡県暴力団排除条例第２条に規定する暴力団又は暴力団員に該当せず、か

つ将来にわたっても該当しません。また、暴力団員が役員ではなく、暴力団と密接

な関係を有しておらず、かつ将来にわたっても該当しません。 

９．次のいずれにも該当していません。 

（１）国、法人税法（昭和４０年法律第３４号）別表第一に規定する公共法人 

（２）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号）に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営

業」を行う事業者 

（３）政治団体 

（４）宗教上の組織または団体 

 

８ 支援金の給付及び結果通知 
申請書類を受領後，その内容を審査し，適正と認められる場合は支援金を給付しま

す。申請に誤りが無ければ１週間以内で給付することとしています。郵送による申請の場

合や提出書類に不足等がある場合は，支援金の支給決定まで時間を要することがあり

ますのであらかじめご了承ください。 

なお，支援金は申請いただいた金融機関口座に振り込み、審査の結果については，

後日通知書を発送します。 

 

 

９ その他 
（１）本支援金給付の決定後，申請内容に虚偽があった場合は，支援金を返還していた

だくとともに，支援金と同額の違約金を支払っていただきます。 

（２）申請内容に含まれる個人情報については，暴力団員又は暴力団員が事業主又は

役員となっている事業者ではないことを照会するため，福岡県警察に提供します。 

（３）申請内容は，本支援金の審査・給付に関する事務に限り使用し，他の目的には使

用しません。ただし、同意をいただいた場合に限り、同様の家賃支援制度を有する

福岡県内の市町村に対し、申請内容（個人情報を含む）を提供します。 

（４）ご提出いただいた申請書類一式は返却しません。 

（５）必要に応じ，賃貸人等の関係者に内容の確認等を行うことがあります。 
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（６）申請書の提出後，必要に応じ，追加で書類の提出を依頼することがあります。 

なお、期日までに書類の提出が行われない場合は，不支給として取り扱います。 

 

１０ 問い合わせ 
ご不明な点は下記の問い合わせ先で対応させていただきます。感染症拡大防止の

観点から対面での受付・説明は行いませんので，あらかじめご了承ください。 

 

【問い合わせ先】 

「福岡県家賃軽減支援金」に関する相談コールセンター 

（電話番号）(７月２６日まで) ０９２－２８５－００１３ 

        (７月２７日以降) ０５７０－０１０８３３ 

（受付時間）９：００～１７：００（８月末まで土，日，祝日も開設しています） 

 


